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平成２９年 ５月３１日 

福島県土木部建築指導課 

 

  「福島県耐震改修促進計画」（改定案）に係る 
県民意見公募の実施について 

 

県では、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」）に基づき、福島県耐震改修促進

計画（以下「計画」）を定め、県内建築物の耐震化を進めております。 

これまで、計画に基づき、防災拠点建築物の第１次指定、法に定める大規模建築物の耐震診断

結果の公表等を行ってきたところです。 

今回の計画改定案では主に次の２点を行うこととしております。県民の皆様から広く御意見を

募集いたします。 

（１）防災拠点建築物の第２次指定 ６５棟 
（２）沿道の建築物に耐震診断を義務付ける避難路（緊急輸送道路）の指定 ５路線の各区間 
 

 

１ 募集期間  平成２９年５月３１日（水）から６月３０日（金）まで 

２ 応募資格   

(１)県内に住所を有する個人及び団体、並びに県内に通勤・通学している方 

(２)東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所の事故により県外に避難されている方 

３ 提出方法 

「県民意見提出書」（下記「資料の入手方法」の各機関等にて入手できます。）により、郵

便、FAX、電子メールのいずれかで御意見をお寄せください。 

４ 資料の入手方法 

「福島県耐震改修促進計画（改定案）」は、福島県土木部建築指導課のホームページから

ダウンロードできるほか、土木部建築指導課（県庁西庁舎４階）、県政情報センター（県庁

西庁舎２階）、各地方振興局（県北を除く）の県政情報コーナー、各建設事務所の建築住宅

課で入手できます。 

 

※県建築指導課ホームページ 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/ 

 

 
 
                                                

【問い合わせ先】 

 土木部 建築指導課 

 （担当者）主幹兼副課長 佐瀬 守昭 

電話 024-521-7522 内線 3667 

FAX 024-521-7955 



「福島県耐震改修促進計画」（改定案）の概要について 

平成 29年５月 31日 

建 築 指 導 課 

 

１ 改定の趣旨 

県では、建築物の耐震改修の促進に関する法律（以下「法」）に基づき、福島県耐震改

修促進計画（以下「計画」）を定め、県内建築物の耐震化を進めております。 

これまで、計画に基づき防災拠点建築物の第１次指定、法に定める大規模建築物の耐震

診断結果の公表等を行ってきたところです。 

今回の改定では、主に以下の２点を行うこととしております。 

（１） 防災拠点建築物の第２次指定 

（２）沿道の建築物に耐震診断を義務付ける避難路（緊急輸送道路）の指定 

 

２ 改定案の内容 

（１） 防災拠点建築物の第２次指定 

・大地震時にその利用を確保することが公益上必要な建築物として、耐震診断を義務

付ける「防災拠点建築物」について、今回、６５棟の第２次指定を行います。 

・第１次指定時と同様に、下記の(ⅰ)～(ⅲ)の全てに該当するものを指定します。 

・第２次指定に係る耐震診断結果の報告期限は、平成 31年 12月 31日とします。 

・あわせて、第１次指定のうち解体等が決定した７棟について指定除外します。 

  ○防災拠点建築物の指定対象 

(ⅰ) 市町村地域防災計画で大規模地震時の利用確保が必要である旨の記載があるもの等 

(ⅱ) 旧耐震基準で新築等がされたもの（＝既存耐震不適格建築物） 

(ⅲ) 今後、耐震化の促進が必要なもの（＝次のいずれにも該当しないもの） 

・耐震診断の結果、耐震改修が不要なもの 

・耐震改修済み 又は 耐震改修工事中のもの 

・用途廃止等が確実なもの 

 

（２） 沿道の建築物に耐震診断を義務付ける避難路（緊急輸送道路）の指定 

    大地震によって建築物が倒壊した場合に、道路が閉塞し、市町村の区域を越える

広域的かつ円滑な避難を困難にすることを防止するため、その沿道の建築物に耐震

診断を義務付けることとなる避難路（緊急輸送道路）として、県地域防災計画に定

める緊急輸送路線の内から、次の５路線の各区間を指定します。 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

指定する路線名 左の路線のうち指定する区間 

国道４号 福島市黒岩字榎木平地内～福島市瀬上町 瀬上橋交差点 

国道６号 いわき市四倉町字東一丁目地内～ 

いわき市四倉町四倉港入口交差点 

国道49号 郡山市安積町日出山一丁目地内～郡山市喜久田町 東権現橋 

国道118号 会津若松市一箕町大字亀賀 北柳原交差点～ 

           会津若松市門田町大字中野字屋敷地内 

主要地方道小名浜平線 いわき市小名浜字定西地内～いわき市小名浜岡小名字高田地内 

第１次 149 棟 149+65-7 
第２次  65 棟 
除外   7 棟  計 207 棟 



○路線・区間指定の考え方 

    次の(ⅰ)～(ⅲ)全てに該当するもの 

  (ⅰ)県地域防災計画に定める緊急輸送路第 1次確保路線 

(ⅱ)ＤＩＤ（人口集中）地区に係る区間 

(ⅲ)バイパス機能を有する区間を除く 
・避難路沿道建築物に係る耐震診断結果の報告期限は、平成31年12月31日とします。 

○耐震診断が義務付けられる避難路沿道建築物の要件 

    次の(ⅰ)～(ⅲ)全てに該当するもの 

(ⅰ) 指定する避難路（緊急輸送道路）の区間に敷地が接する建築物 

(ⅱ) 昭和 56年 5月 31日以前に工事に着手した建築物 

(ⅲ) 避難路（緊急輸送道路）の過半を閉塞するおそれのある高さの建築物 

 

（３） その他、計画の改定内容 
・耐震化率等の時点修正 
・耐震診断が義務付けられる避難路沿道建築物に対する財政的支援の記載追加。 

  下記の図を追加する。 

国費１／２ 

 

国補助金 

（１／６） 

国交付金 

（１／３） 

県費・市町村※ 

（１／2） 

      避難路沿道建築物の耐震診断への補助 

※法に基づき県が指定した避難路の沿道建築物については、県が１／２。 

 

３ 計画改定のスケジュール（予定） 
  ・平成29年５月３１（水）～６月３０日（金） 計画改定案に係る県民意見公募 

・平成２９年７月 計画改定 

 

４ 耐震診断義務付け等の経緯 

耐震診断義務付け建築物 指定等の状況 

大規模建築物（法定） ・平成 28年 11月 24日  

県所管（３市除く）３８施設の耐震診断結果の公表 

（参考） 

・福島市 所管 ２３施設 

 ・郡山市 所管 ３２施設 

 ・いわき市所管 ２０施設  

防災拠点建築物（指定） ・平成 28年 7月 25日 

第１次指定 １４９棟 

・平成 29年○月○日 

 第 2次指定（今回）６５棟 

避難路沿道建築物（指定） ・平成 29年○月○日 

 路線・区間指定（今回）５路線の各区間 

 


